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Merry Christmas

 皆様のご健勝を

 お祈り申し上げます。

 次回は、１月６日号

 となります。

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 12／２３(月) 先負　上皇さま９１歳の誕生日

 　　２４(火) 仏滅　クリスマスイブ

 　　２５(水) 大安　クリスマス、日中外相会談

 　　２６(木) 赤口

 　　２７(金) 先勝　官庁御用納め、ラクビー全国高校大会

 　　２８(土) 友引　サッカー全国高校選手権大会

 　　２９(日) 先負

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

12/16(月) 39,457 ▼ 13   153.50 ▼0.71

   17(火) 39,365 ▼ 92   154.06 ▼0.56

   18(水) 39,082 ▼283   153.57 △0.49

   19(木) 38,814 ▼268   156.46 ▼2.89

   20(金) 38,702 ▼112   156.81 ▼0.35

令和７年度税制改正大綱（主な個人関連）

◎基礎控除及び給与所得控除の引上げ……令和７年

分から所得税の基礎控除額を５８万円（現行４８万

円）に引上げます。また、給与所得控除の最低保障

額を６５万円（現行５５万円）に引上げます。これに

より、所得税が課税されない給与収入額は１２３万円

となります。なお、基礎控除の引上げを踏まえ、配

偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象と

なる扶養親族の合計所得金額に係る要件が５８万円

以下（現行４８万円以下）となります。

◎特定親族特別控除（仮称）の創設……令和７年分

から生計を一にする１９歳以上２３歳未満の親族等で

合計所得金額が５８万円（給与収入のみの場合は１２３

万円）を超える場合でも８５万円（同１５０万円）ま

で特定扶養控除と同額の６３万円を所得控除でき、１

２３万円（同１８８万円）までは段階的に逓減された

控除額を適用できます。

◎生命保険料控除の拡充……２３歳未満の扶養親族

を有する子育て世帯は、新生命保険料に係る一般生

命保険料控除の適用限度額を６万円（現行４万円）

に引上げます。なお、合計適用限度額（現行１２万円）

は変更ありません。令和８年分に適用します。

◎子育て世帯等に対する住宅ローン控除等の特例を

延長……特例対象個人（夫婦のどちらかが４０歳未満

又は１９歳未満の扶養親族がいる方）に対して令和６

年に実施された住宅ローン控除の特例措置（控除対

象借入限度額の上乗せなど）や住宅リフォーム税制

の特例措置（一定の子育て対応改修工事を対象に追

加）を令和７年も実施します。

◎その他……＊ｉＤｅＣｏの拠出限度額引上げ、＊防

衛力強化に係る財源確保のためのたばこ税引上げ等。

■この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５４９

令和５年分の相続税の課税割合は９.９％

　相続等により、亡くなった方（被相続人）から

取得した財産の課税価格の合計額が基礎控除額

「３千万円＋６００万円×法定相続人数」を超える

場合は相続税の課税対象となり、申告が必要です

（相続開始を知った日の翌日から１０ヵ月以内）。

　国税庁が公表した「令和５年分 相続税の申告事

績」によると、令和５年分における被相続人１５７

万６０１６人のうち、相続税の課税対象となったの

は１５万５７４０人であり、課税割合は９.９％（前年

比０.３ポイント増）となっています。

　また、課税対象となった被相続人１人当たりの

課税価格は１億３８９１万円（同１.３％増）、税額

は１９３０万円（同４.０％増）でした。

★☆★ １月のチェックポイント ★☆★

※ 全国的にインフルエンザの感染が急拡大してい

ますので、感染予防対策を徹底します。

※ 年末調整の結果による過不足を精算した後の源

泉所得税の納付期限は１月１０日（金）です。

※ 納期の特例適用者の源泉所得税（７月～１２月

分）の納付期限は１月２０日（月）です。

※ 給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理し、

チェックのうえ源泉徴収簿等に各事項を転記。

※ 「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申

告書」の提出期限は１月３１日（金）です。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。
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情報ＢＯＸコード２０１５４９                      ２０２４．１２．２３ 

令和 7 年度税制改正大綱の概要（主な個人関連） 

◆物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応 

◎基礎控除の引上げ 

・合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除額を 10 万円引上げて 58 万円とする。 

・合計所得金額が 2,350 万円超 2,400 万円以下の場合の控除額は 48 万円、2,400 万円超

2,450 万円以下の場合は 32 万円、2,450 万円超 2,500 万円以下の場合は 16 万円とする。 

・改正は令和 7 年分以後の所得税について適用する。なお、給与等及び公的年金等の源泉徴収につ

いては令和 8 年 1 月以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用する。 

◎給与所得控除の引上げ 

・給与所得控除について、55 万円の最低保障額を 65 万円に引上げる。 

・改正は令和 7 年分以後の所得税に適用する。なお、見直しに伴う給与所得の源泉徴収税額表及び

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の改正は令和 8 年 1 月以後に支払う給与等に適用する。 

◎特定親族特別控除（仮称）の創設 

・居住者が生計を一にする 19 歳以上 23 歳未満の親族等（その居住者の配偶者及び青色事業専従

者等を除き、合計所得金額が 123 万円以下であるものに限る）で控除対象扶養親族に該当しない

ものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から、親族等の合計所得金額（58

万円超～123 万円以下）に応じた控除額（63 万円～3 万円）を控除する。 

・改正は令和 7 年分以後の所得税に適用し、令和 8 年 1 月以後に支払う給与等又は公的年金等の

源泉徴収の際に適用する。なお、給与所得者は令和 7 年分の年末調整において適用できる。 

◎上記の見直し（基礎控除の引上げ等）に伴う所要の措置 

・同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を 58 万円以下（現行 48 万円以下）に引上げる。 

・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 58 万円以下（現行 48 万円以

下）に引上げる。 

・勤労学生の合計所得金額要件を 85 万円以下（現行 75 万円以下）に引上げる。 

・家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を

65 万円（現行 55 万円）に引上げる。 

◆子育て支援に関する政策税制 

◎生命保険料控除の拡充 

・新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が 23 歳未満の扶養親族を有する場合

には、適用限度額を 6 万円（現行 4 万円）とする。 

・旧生命保険料及び上記の適用がある新生命保険料を支払った場合には、一般生命保険料控除の適

用限度額は 6 円（現行 4 万円）とする。 

・一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の合計適用限度額（12 万円）は変更しない。 

◎住宅ローン控除の拡充 

・特例対象個人※が、認定住宅等の新築等をして令和 7 年中に居住の用に供した場合の住宅ローン

の年末残高の限度額（借入限度額）について、認定住宅は 5,000 万円、ZEH 水準省エネ住宅は

4,500 万円、省エネ基準適合住宅は 4,000 万円とする。 

・床面積要件を 40 ㎡以上とする緩和措置について、令和 7 年 12 月 31 日以前に建築確認を受け

た家屋について適用できることとする。 

※「特例対象個人」とは、40 歳未満であって配偶者を有する者、40 歳以上であって年齢 40 歳

未満の配偶者を有する者又は 19 歳未満の扶養親族を有する者をいう。 

◎住宅リフォーム税制の拡充 

・特例対象個人が、所有する居住用の家屋について一定の子育て対応改修工事をして、令和 7 年中

に居住の用に供した場合を適用対象に追加する。 

◆その他 

◎iDeCo（個人型確定拠出年金制度）の拠出限度額引上げ等 

・iDeCo の拠出限度額について、第一号被保険者は月額 7.5 万円（現行 6.8 万円）、企業年金加

入者は月額 6.2 万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控

除した額（現行 2.0 万円）、企業年金未加入者（第一号被保険者及び第三号被保険者を除く）は月

額 6.2 万円（現行 2.3 万円）とする。 

◎たばこ税の見直し（防衛力強化に係る財源確保のための税制措置） 

・加熱式たばこについて、重量のみに応じて紙巻たばこに換算する方式とするほか、4g 以下は紙

巻たばこ 1 本として課税する仕組みとし、2 段階（令和 8 年 4 月、同年 10 月）で実施する。 

・たばこ税率を 3 段階（令和 9 年 4 月、10 年 4 月、11 年 4 月）で 0.5 円／1 本ずつ引上げる。 


